
共生社会の実現を推進するための認
知症基本法を踏まえた対応について
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共生社会の実現を推進するための認知症基本法 令和６年１月１日施行



• 山形県認知症施策推進行動計画は、令和元年度に閣議決定された認知症施策推進大綱
の考え方を踏まえて作成されている

• 県では「認知症の人と家族の会」を協議会の構成メンバーに加え、基本法に先駆けて行動
計画を策定の上、各種施策を推進しており、同法が定める基本的施策について、政府が
求められている「研究等の推進等」以外は、概ね実施している

• 基本法の施行に伴い、行動計画を同法が定める県計画と位置付ける

• 政府が今後策定する認知症施策推進基本計画の内容を踏まえて施策を推進する必要が
あり、基本計画の策定後に行動計画を改訂（県の推進計画の策定）する
（※計画期間も基本計画に合わせる）

• 令和５年度時点の進捗状況を考慮した上で、令和６年度末の目標設定を新たに実施する
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山形県認知症施策推進行動計画との関係①
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山形県認知症施策推進行動計画との関係②

政府 県

H27.1 新オレンジプラン策定 H28.1 行動計画策定（H27～29年度）

H29.7 新オレンジプラン改訂 H30.3 行動計画改訂（H30～R2年度）

R1.6 大綱策定（R1～7年度） R3.3 行動計画改訂（R3～5年度）

R4 大綱中間評価

R5.6 基本法制定

R6.1 基本法施行

R6.～（未定） 基本計画策定 R6.～（未定） 行動計画改訂（推進計画策定）
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